
火災予防条例第２３条の運用基準について（通達） 

昭和６０年１２月２５日 

新 予 第 １ １ ６ ９ 号 

改正 平成２年４月１２日新予第２２６号   

平成１９年３月２０日新消予第８８０号   

平成３０年２月１日新消予第３８６号   

令和３年３月１６日新消予第４５１号   

  令和６年４月１日新消設第８２号     

 

新潟市火災予防条例（昭和３７年新潟市条例第１２号）第２３号（喫煙等）に係る運用基準を別紙のとおり定めた

ので，その運用に遺憾のないよう特段の配慮をされたく通達する。 

 

別 紙 

新潟市火災予防条例第２３条の運用基準 

（趣旨） 

１ この基準は，新潟市火災予防条例（昭和３７年新潟市条例第１２号。以下「条例」という。）第２３条の規定の

運用について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

２ この基準における用語の定義は，次に定めるところによる。 

（１）指定場所 喫煙し若しくは裸火を使用し又は危険な物品を持ち込んではならない場所（令和３年消防局告示第 

１号。以下「告示」という。）で指定する場所をいう。 

（２）危険物品 火災予防上危険な物品で，次に掲げるものをいう。 

ア 消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下同じ。）別表に掲げる危険物（以下単に「危険物」という。） 

イ 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号。以下「危政令」という。）別表第４に掲げる指定

可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類 

ウ マッチ 

エ 一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）第２条第１号に掲げる可燃性ガス 

オ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第１項に規定する火薬類及び同条第２項に規定するがん

具煙火 

（３）出入口 公共の用に供する道路又は広場に面する出入口をいう。 

（４）階段等 階段室，避難器具設置場所又は避難の用に供する渡り廊下をいう。 

（５）不燃材料 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「建基法」という。）第２条第９号に規定する不燃 

材料をいう。 

（６）重要文化財等 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により重要文化財，重要有形民俗文化財又 

は史跡として指定された建造物並びに新潟県文化財保護条例（昭和４８年新潟県条例第３３号）又は新潟市 

文化財保護条例（昭和４７年新潟市条例第４号）の規定により有形文化財，有形民俗文化財又は史跡とし 

て指定された建造物（橋梁等通行の用に供するものを除く。） 

（７）禁止行為 指定場所において喫煙し，若しくは裸火を使用し，又は危険物品を持ち込む行為をいう。 

（８）裸火 炎，火花又は発熱部が外部に露出している火をいう。 

（９）火気使用設備器具等 条例第３条から第１０条の２まで及び第１５条に規定する設備又は第１８条から第２１ 

条までに規定する器具をいう。 



（１０）喫煙設備 安定性のある不燃性の吸殻容器をいう。 

（１１）喫煙所 条例第２３条第４項第２号に規定する喫煙所のことであり，告示第１項第４号，第５号及び第７号 

に定める「喫煙設備のある場所」をいう。 

（１２）準不燃材料 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「建基令」という。）に規定する第１条 

第５号に規定する準不燃材料をいう。 

（１３）解除承認単位  解除承認に係る要件を適用する場所の範囲をいう。 

（１４）瞬間的な火炎 裸火のうち，気体燃料又は液体燃料を熱源とする機器を用いて発生させたもので，かつ，発 

  生から消滅までに要する時間が５秒未満であるものをいう。 

（１５）大規模屋内展示場 次の全ての条件に適合する展示場をいう。 

ア 展示場部分の床面積が３，０００平方メートル以上あること。 

イ 天井の高さが１０メートル以上あること。 

ウ 出入口が多方向にあり，避難上支障がないこと。 

 （指定場所の用途） 

３ 指定場所の用途に係る取扱いは，次の区分に応じてそれぞれ定める用途として取り扱うものとする。 

（１）指定場所を本来の用途以外に一時的に使用する場合 

  ア 実際に使用する用途が指定場所に該当する用途である場合は，当該用途で規制するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  イ 実際に使用する用途が指定場所に該当しない用途である場合は，規制しないものとする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 実際に使用する用途が指定場所に該当する用途と該当しない用途が混在する場合は，それぞれの用途に応じ 

て規制するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定場所以外の場所を本来の用途以外に一時的に使用する場合 

   実際に使用する用途が指定場所に該当する用途である場合は，当該用途で規制するものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（指定場所の捉え方） 

４ 指定場所の捉え方は，次によるものとする。 

（１）一の防火対象物内に複数の用途が存する場合は，用途ごとに指定場所として捉えるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）第８条に規定する開口部のない耐火構造（建

基法第２条第７号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）の床又は壁で区画されているときは，その区画され

た部分ごとに捉えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）昭和５０年消防安第２６号通知中第２ただし書きに基づき，別棟扱いされている場合は，それぞれの部分で捉

えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）令別表第１の「項」の判定上，みなし従属扱いされている部分に指定場所に該当する用途が存する場合は， 

当該部分を指定場所として捉えるものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

（５）百貨店，マーケット，物品販売店舗等に存する飲食の用に供する部分は，次のとおり捉えること。（間仕切り

及び区画は問わない。） 

  ア 当該部分の主たる目的が，持ち帰り用の飲食物の提供である場合は，百貨店として捉えるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

イ 当該部分の主たる目的が，飲食である場合は飲食店として捉えるものとする。ただし，裸火を使用し，又は 

危険物品を持ち込む場合は，次の要件を全て満たすこと。 

（ア）裸火を使用する場合 

出入口，階段等，危険物品，易燃性の可燃物（紙類，ウレタンホーム，化学繊維類等着火性が高く燃焼 

速度の速いものをいう。），商品陳列部分及び客席から水平距離で５メートル以上離れていること（不燃

材料で造った壁，つい立等で防火上有効に遮断した場合を除く。）。 

  （イ）危険物品を持ち込む場合 

    ａ 出入口，階段等から，危険物品のうち危険物については水平距離で６メートル以上（危険物の規制に関

する規則（昭和３４年総理府令第５５号。以下「危規則」という。）第４４条第２項から第５項までの定

めにより，表示について示されているものを貯蔵し，又は取り扱う場合は３メートル以上）その他の危険

物品については水平距離で３メートル以上離れていること（不燃材料で造った壁，つい立等で防火上有効

に遮断した場合を除く。）。 

ｂ 裸火を使用する場所から水平距離で５メートル以上離れていること（不燃材料で造った壁，つい立等

で防火上有効に遮断した場合を除く。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（６）指定場所の面積の算定方法は，次によるものとする。 

   一の防火対象物内に複数の百貨店，マーケット，物品販売店舗等が存する場合は，当該用途部分（機能従属部

分を含む。）の床面積を合算する。この場合は，（５）により「飲食店」として捉えた部分の床面積は除くもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定場所の範囲） 

５ 指定場所の範囲は，次の区分に応じて定めるものとする。 

（１）劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂及び集会場 

  ア 舞台 

（ア）舞台，奈落及び袖部分 

（イ）（ア）に接続した大道具室，小道具室，楽屋，出演者の控え室等。ただし，耐火構造若しくは両面を防火

構造（建基法第２条第８号に規定する防火構造をいう。）とした隔壁又は不燃材料で造られた隔壁で区画し，

かつ，その開口部に防火戸（建基法第２条第９号の２ロに規定する防火設備（以下単に「防火設備」という。）

であるものに限る。）が設けられている場合を除く。 

  イ 客席 

（ア）いす席，座り席，立見席等の客席部分 

（イ）客席内の通路部分 

  ウ 公衆の出入りする部分 

舞台及び客席以外の部分で，ホワイエ，ロビー，廊下，通路等の公衆の利用に供する部分とすること。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）キャバレー，ナイトクラブ，ダンスホール及び飲食店 

   舞台 

    （１）アと同様とする。ただし，客のカラオケに使用する等興行を行わない程度の舞台は除く。 

（３）百貨店，マーケット，その他の物品販売業を営む店舗 

  ア 売場 

  （ア）商品陳列部分及びその間の通路 

  （イ）食料品の加工室及び各種物品の加工処理室（以下「加工場等」という。）。ただし，次に掲げる場合を除

く。 

    ａ 加工場等がア（ア）又はイに隣接しない場合 

  ｂ 加工場等がア（ア）又はイに隣接し，かつ次の要件を全て満たす場合 

（ａ）加工場等の床，壁及び天井が下地を含めて不燃材料で造られている。 

（ｂ）ア（ア）又はイに直接面する部分の開口部に，防火設備であるガラス戸又は随時開くことのできる

自動閉鎖式若しくは随時閉鎖できる煙感知器連動による自動閉鎖式（開口部周辺にスプリンクラー設

備が設置されている場合を除く。）の防火設備が設置されている。 

（ｃ）加工場等を貫通するダクトに防火ダンパーが設けられている。 

 

【加工場等が売場に含まれない場合】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）ストック場。ただし，次に掲げる場合を除く。 

ａ ア（ア）又はイに隣接しない場合 

ｂ ア（ア）又はイに隣接し，かつア（イ）ｂと同様の要件を満たしている場合 

  イ 通常顧客の出入りする部分（上記アの範囲を除く。） 

  （ア）物産展，展覧会等を行う催事場 

  （イ）次に掲げる飲食店及び休憩スペース 



ａ ４（５）により百貨店として捉える飲食店 

ｂ ４（５）によらない休憩スペース 

  （ウ）顧客が利用する屋上，バルコニー等の直接外気に開放された部分 

  （エ）階段，エレベーター，エスカレーター，休憩所等の顧客の利用に供する部分 

  （オ）ア（ア）又はイ（ア）から（ウ）までに隣接している次に掲げる部分（ア（イ）ｂと同様の要件を満たし

ている部分を除く。） 

ａ 写真の現像，洋服の仕立て，クリーニング等の各種承り所 

ｂ 手荷物一時預り所，買物品発送所，店内案内所等のサービス施設 

ｃ 美容室，写真室，貸衣装室，生活教室等で用途が一体をなしている兼営事業部分 

 

【売場及び通常顧客の出入りする部分等の捉え方の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）屋内展示場 

   公衆の出入りする部分 

  ア 展示部分及び催事場部分 

  イ 階段，廊下，通路，エスカレーター，エレベーター，便所，ロビー等の公衆の利用に供する部分 

（５）旅館，ホテル及び宿泊所 

   不特定多数の者を対象に，物品販売又は演劇，映画，演芸，音楽，舞踏，展覧等の催物が行われる部分（当該 

催物が行われる場合に限る。） 

（６）地下街 

  ア 売場 

    （３）アと同様とする。 

イ 地下道 



    令別表第１に規定する（１６の２）項の地下街の通路部分 

（７）重要文化財等 

  ア 重要文化財等の内部 

    建造物の壁体，内装又は居室のうち重要文化財等として指定されている部分（指定が一部の場合は，当該部 

分に限る。）。ただし，個人の住居の用に供する部分及び事務の用に供する部分は除く。 

  イ 重要文化財等の周囲 

建造物の周囲３メートル以内（敷地外及び他の建築物が含まれる場合は当該部分を除いた部分）の範囲とし， 

当該建造物に軒又はひさしがある場合は，これらを水平投影した範囲から周囲３メートルを加えた範囲 

 

   【重要文化財等の周囲の例】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

（禁止行為の範囲） 

６ 喫煙，裸火使用及び危険物品持込み規制の範囲は，次のとおりとする。 

（１）喫煙 

   マッチ，ライター等で点火し喫煙する一連の行為とする。 

（２）裸火使用 

   裸火使用は，裸火を使用する行為とし，次によること。 

  ア 火気使用設備器具等を使用するもの 

  （ア）液体，固体又は気体燃料を熱源とするものは，裸火使用として取り扱うものとする。ただし，直接屋外か

ら空気を取り入れ，かつ，廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具（ＦＦ式）は，

裸火使用に含まないものとする。 

  （イ）電気を熱源とするものは，次のいずれかに該当するものを裸火使用として取り扱うものとする。ただし， 

トースター，ヘアードライヤー，オーブン等発熱部が焼室，風道又は庫内に面しているものは，裸火使用に 

含まないものとする。 

ａ 赤熱して見える発熱部が外部に露出しているもの 

ｂ 外部に露出した発熱部で，可燃物が触れた場合に瞬時に着火するおそれのあるもの（発熱部の表面温

度が概ね４００度以上のもの） 

  イ ア以外のもの 

  （ア）ア以外の火炎，火花又は発熱部を外部に露出した状態で使用するものは裸火使用として取り扱うものとす

る。ただし，火薬類取締法施行規則（昭和２５年通商産業省令第８８号）第１条の５各号に掲げるがん具煙

火のうちクリスマスクラッカー，平玉，巻玉を消費する行為については，裸火使用に含まないものとする。 

（イ）ア以外の火炎，火花又は発熱部を外部に露出した状態で使用するもののうち，電気を熱源とするものは， 



（２）ア（イ）によるものとする。 

（３）危険物品持込み 

   危険物品持込みは，危険物品を持ち込む行為とする。ただし，常時携帯する軽易なもの及び次に掲げる行為は，

危険物品持込みに含まないものとする。 

  ア 百貨店，マーケット，その他の物品販売業を営む店舗の売場において，次に掲げる商品（試供品及びサンプ 

ルを含む。）を陳列し，又は販売するために持ち込む行為 

  （ア）容器に密閉された危険物に該当する製品で，一の解除承認単位当たりの数量が，危政令別表第３に定める

指定数量の５分の１未満のもの 

  （イ）可燃性固体類又は可燃性液体類に該当する製品で，一の解除承認単位当たりの数量が，条例別表第８に定 

める数量の５分の１未満のもの 

  （ウ）マッチで，一の解除承認単位当たりの取扱い総重量が，２０キログラム未満のもの 

  （エ）ライター，こんろ用カートリッジボンベ等の高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号。以下同じ。） 

    の適用が除外される容器入りの可燃性ガスで，一の解除承認単位当たりの取扱いガス総質量が，２０キログ 

    ラム以下のもの 

  （オ）危険物，可燃性固体類，可燃性液体類又は可燃性ガスを含有するエアゾール製品 

  イ 屋内展示場において，危険物品に該当する製品を展示する行為（実演を伴わず展示のみを行う場合で，容器 

に密閉されたものに限る。） 

  ウ 自動車，原動機付自転車等の車両を展示する行為（運行又は稼働を伴うものを除く。） 

  エ 潤滑油，燃料等が密閉状態で内蔵されている工作機械，農業用機械等の機器を持ち込み，又は使用する行為 

  オ 可燃性固体類に該当するパラフィンからなる装飾品，美術品等を持ち込む行為 

  カ 動植物油を調理（煮沸行為を除く。）に使用する行為 

  キ 日常の清掃，施設管理等のためのクリーナー，潤滑油スプレー，殺虫剤等の危険物品を使用する行為 

  ク 日常の手指消毒用に，消防法別表第１に定める第４類アルコール類の危険物（最大容積が５００ミリリット

ル以下の容器に収納するものに限る。）を使用する行為 

  ケ クリスマスクラッカー，平玉，巻玉を消費するために持ち込む行為 

（４）その他禁止行為に該当しないもの 

 ア 公会堂，集会場等における次に掲げる行為は，禁止行為に該当しないものとする。 

 （ア）祭り，伝統芸能等の伝統的行事における提灯，かがり火等の使用 

 （イ）宗教的行事における灯明，線香，ストーブ等の使用 

 （ウ）茶室，給湯室等における室の本来の機能を活用した裸火使用 

 イ 重要文化財等における次に掲げる行為は，禁止行為に該当しないものとする。 

 （ア）ア（ア），（イ），（ウ）の行為 

 （イ）飲食店，宿泊所等の営業を営む場所における喫煙，裸火使用及び危険物品持込み 

 （ウ）採暖のためのストーブ使用，萱葺屋根整備のための燻蒸等施設の維持管理のための裸火使用及び危険物品 

持込み 

（指定場所と禁止行為） 

７ 指定場所ごとの禁止行為の種類における解除承認の可否は別表第１によるものとする。 

（標識の設置要領） 

８ 条例第２３条第２項及び第４項各号に規定する標識は，次の区分に応じて設けるものとする。 

（１）設置個所等 



ア 条例第２３条第２項に規定する標識は，新潟市火災予防条例施行規則（昭和３７年新潟市規則第２５号）第

２条に定めるほか，次の表の例により設けるものとする。 

指定場所 標識 設置箇所 

劇場，映画館，演芸場，観覧場，

公会堂，集会場 

禁煙 
舞台の入口，客席の入口，客席の前

面，正面舞台の側壁又は柱等 

火気厳禁 舞台の入口，客席の入口 

危険物品持込厳禁 入場者用の入口 

キャバレー，ナイトクラブ，ダ

ンスホール，飲食店 

禁煙 

舞台の入口 火気厳禁 

危険物品持込厳禁 

百貨店，マーケット，その他の

物品販売業を営む店舗，屋内展

示場，重要文化財等 

禁煙 

入場者用の入口 火気厳禁 

危険物品持込厳禁 

イ 重要文化財等に設置する標識は，次に掲げる場合は，設置を省略することができるものとする。 

  （ア）建造物の内部が全て指定場所の範囲から除外される場合 

  （イ）橋，門，鳥居等の工作物で鉄製又は耐火構造である場合 

ウ 条例第２３条第４項第１号に規定する標識は，入場者用の入口の見やすい箇所に設けるものとする。 

エ 条例第２３条第４項第２号に規定する標識は，当該場所の形態に応じた公衆の目にふれやすい箇所に設ける

ものとする。 

（２）設置個数 

標識の設置個数は，指定場所の規模及び形態に応じた数とするものとする。 

 （喫煙所の設置） 

９ 喫煙所は，次によるものとする。 

（１）喫煙所を設ける部分の取扱い 

   喫煙所は，指定場所以外の部分に設けるものとする。ただし，指定場所以外の部分が存しない防火対象物で次

の（２）（３）の全てを満たす場合に限り，指定場所に喫煙所を設けることができる。 

（２）喫煙所の設置基準 

ア 設置位置は次によること。 

  （ア）通行及び避難上支障のない位置に設けること。 

  （イ）廊下，通路等に設ける場合は，当該廊下，通路等が条例及び建築関係法令において規定される幅員を確保 

    する位置に設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

   



（ウ）可燃物の転倒落下のおそれがなく，周囲の可燃物から水平距離で１.８メートル以上を確保する位置に設     

けること。ただし，震災時に周囲の商品等の可燃物が喫煙所内に転倒落下しないよう固定され，かつ，十

分な高さがある準不燃材料の間仕切り，つい立等で防火上有効に遮断される場合はこの限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （エ）屋内消火栓設備，避難器具等の消防用設備等の操作障害とならない位置に設けること。 

イ 喫煙所の範囲を明示するつい立，床面の色表示，間仕切り等の措置を講ずること。 

ウ 喫煙所には，安定性のある不燃性の吸殻容器を設けるとともに，椅子等の喫煙に必要なもの以外は置かない 

 こと。 

エ 喫煙所の周囲を区画する場合は，準不燃材料を用いること。 

（３）喫煙所の設置要領 

指定場所ごとの設置要領は，次によること。 

ア 百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

    売場以外の場所に設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 屋内展示場 

  （ア）展示部分及び催事場部分以外の場所に設けること。 

  （イ）展示場の規模に応じたスペースを確保すること。 

 

 

 

 

 

 



 

  ウ 地下街 

    売場，地下道の通行及び避難上支障のない場所に設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）設置上の留意事項 

  ア 設置場所，設置個数等については，指定場所の規模，形態，顧客の滞留状況を勘案し，実態に即したものと 

すること。 

  イ 施設管理者と使用者が異なる場合は，施設管理者が喫煙所の設置基準及び設置要領のレイアウトを定めた 

上で，使用者が喫煙管理を行うよう注意喚起すること。 

（解除承認の基本的事項） 

１０ 解除承認の基本的事項は次によること。 

（１）解除承認単位の取扱い 

   原則として指定場所ごとを一の解除承認単位とするものとする。ただし，次のアからウまでに掲げる場合は， 

その部分を一の解除承認単位として取り扱うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 階ごとをそれぞれ一の解除承認単位とする。 

   

 

 

 

 

 

 

イ 建基令第１１２条第１項本文の規定に基づき区画された部分 

 

 

 

 



 

ウ 地下街の各店舗 

 

 

 

 

 

 

（２）解除承認基準 

   解除承認の基準は，別表第２－１から別表第２－６までに定めるところによるものとする。 

（３）解除承認基準の補完 

   解除承認の基準に適合している場合であっても，禁止行為の内容及び指定場所の状況に応じ，火災予防上特に

必要と認めるときは，最小限の範囲で必要な補完措置を講じさせるものとする。 

 （解除承認の申請及び処理） 

１１ 解除承認の申請及び処理に係る事項については，次によること。 

（１）解除承認の申請要領 

  ア 申請は，指定場所ごとに行うものとする。ただし，（２）アに掲げる恒常的な行為にかかる申請にあっては

当該申請に係る場所ごととする。 

  イ 解除承認の適用を受けようとするものは，別記様式第１号の禁止行為解除承認申請書（以下「別記様式第１

号」という。）に解除承認申請場所の存する階の平面図（消防用設備等の設置個所が明示されたもの），使用

する設備，器具の仕様，危険物品の種別，数量，貯蔵取扱い方法等の図書（以下「関係図面」という。）を添

付して，２部所轄消防署長（以下「署長」という。）に提出するものとする。ただし，事情の変更のない状態

で更新するものにあっては，関係図面の添付は省略することができる。 

（２）解除承認の期間 

  ア 解除承認は，１年未満の範囲であって，当該行為に必要な期間とすること。ただし，次に掲げる恒常的な行

為に係る解除承認は，承認内容に変更が生じない限り，解除承認は継続され，新たな申請は必要ないものとす

る。 

（ア）恒常的に火気使用設備器具等を使用する行為 

（イ）恒常的に危険物品の持込みを行う行為 

イ 解除承認に係る承認内容の遵守状況については，立入検査時に確認するものとする。ただし，レイアウト，

テナント変更等について認知した場合は，適宜現地確認をすること。 

（３）解除承認の処理要領 

  ア 署長は，別記様式第１号を受理したときは，その内容が解除承認基準に適合しているものについて，申請書

に消防長印を押印し，その１部を申請者に返付するものとする。 

  イ 承認番号は「○第 号」とし，○印には，署の記号（北，東，中，江，秋，南，西，蒲の別）を付するもの

とする。 

（４）解除不承認の処理要領 

   署長は，別記様式第１号を受理したときは，その内容が解除承認基準に適合しないものについて，その１部に 

理由を記し申請者に返付するものとする。 

 （解除承認の審査及び現地調査） 



１２ 解除承認の審査及び現地調査については次によること。 

（１）確認事項 

ア 解除承認を行う妥当性を有する行為であること。 

イ 当該行為が必要最小限の範囲であること。 

ウ 解除承認の基準に適合していること。 

エ 申請場所が消防法令又は他の防火に関する法令に適合していること。 

オ 解除承認することにより，消防法令又は他の防火に関する法令に違反を生じないこと。 

カ 申請に係る行為，機器等は，資料，実験等により特性，性能及び安全性が確認できること。 

キ 申請に係る行為，機器等の位置，構造等が，関係法令に定める保安基準に適合していること。 

ク 関係者及び行為者が申請内容を適正に履行できるものであること。 

（２）現地調査を省略できるもの 

  ア 喫煙行為のみの申請 

  イ スモークマシンの発煙に伴う危険物品持込み行為のみの申請 

  ウ 申請場所及び行為内容を同じくする繰り返しの申請 

  エ 現地調査以外の方法で持ち込む機器，行為内容等の確認ができる場合の申請 

  オ アからエまでに掲げるもののほか，署長が軽微な申請内容であると認めるもの 

（解除承認の取消し） 

１３ 署長は，次のいずれかに該当する場合は，承認を取り消すものとする。 

（１）解除承認の基準に適合しなくなったとき 

（２）申請事項に変更が生じたとき 

（３）解除承認場所から火災が発生したとき 

（解除承認取り消しの処理） 

１４ 前項の規定により承認を取り消すときは，別記様式第２号の禁止行為解除承認取消書により申請者に通知する

ものとする。 

（協議） 

１５ この基準の運用にあたり疑義が生じた場合は，規制指導課長と協議するものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この基準は，昭和６０年１２月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この基準の施行以前に解除承認されたものについては，昭和６１年１２月２５日までにその効力を有するものと

する。ただし，この基準施行以前に解除承認されたもので，この基準による解除承認を受けたいときはこの期間内

においても，解除承認を受けることができる。 

附 則（平成２年新予第２２６号） 

この通達は，平成２年５月２３日から施行する。 

附 則（平成１９年新消予第８８０号） 

この通達は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年新消予第３８６号） 

この通達は，平成３０年２月１日から施行する。 

附 則（令和３年新消予第４５１号） 



（施行期日） 

１ この基準は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この基準の施行の際現にこの基準による改正前の９の承認を受けている者は，この基準の１１（３）の承認を受

けたものとみなす。この場合において，当該承認を受けたものとみなされるものに係る承認期間は，承認を受けた

際の改正前の７の解除承認期間とする。 

附 則（令和６年新消設第８２号） 

この通達は，令和６年４月１日から施行する。 

 



別表第 1 指定場所ごとの禁止行為の解除承認の可否 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2－1 劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂及び集会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2－2 キャバレー，ナイトクラブ，ダンスホール，飲食店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2－3 百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2－4 屋内展示場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2－5 地下街 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2－6 重要文化財等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号           （表） 
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別記様式第２号 

 


